
　

【 パブリックコメントの実施概要 】

実施期間 平成３０年２月５日（月）～平成３０年３月６日（火）　３０日間

対象者 市内に住所を有する者

市内に存する事務所又は事務所に勤務する者

市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人，その他団体

市内に存する学校に在学する者

閲覧場所 市役所都市整備課，忠海支所，吉名出張所，大乗連絡所，荘野出張所

市ホームページ

周知方法 市ホームページ及び自治会回覧（市広報），ポスター掲示

意見提出状況 一般　　　　３人（意見数８件）

竹原市立地適正化計画素案に係るパブリックコメントの実施結果について

　人口減少，少子・高齢化など社会情勢が大きく変化する中においても，将来にわたり住民が必要とする生活サービスを提供で
きる持続可能な都市経営を目指し，コンパクトなまちを実現するため，策定に取り組んでいる竹原市立地適正化計画について，
案がまとまったため，趣旨や目的，内容等を広く公表し，市民等から意見を求めるため，パブリックコメントを実施いたしまし
た。
　パブリックコメントを実施することにより，計画策定にあたっての市民参画機会を拡充するだけでなく，公正性，透明性の向
上を図り，協働の計画づくりを目指すものです。
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各種公共施設での広報活動

市役所 都市整備課 

忠海支所 吉名出張所 

荘野出張所 大乗連絡所 

パブリックコメント用ポスター 

市内全域自治会回覧チラシ 



【 提出された意見の内容及び意見に対する市の考え方 】

項 目 意見の内容 市の考え
素案への
意見反映

P2

第1章　はじめに

計画期間

　本計画は平成49年度までの20年間と記載されて
おり，非常に長期にわたる計画であるが，途中段
階で市の施策の変化などもあると思うが，どう対応
するのか？

　本計画は居住誘導区域，都市機能誘導区域の設定，誘導施設の設定
及び誘導すべき施策等を実施していきながら，緩やかな居住の誘導を
図っていくものであることから，長期的な計画であります。
　そのため，計画期間内においても，社会・経済動向の変化，施策効果の
検証，新たな施策の展開などを反映させることが重要であり，おおむね5
年を目途に，評価，分析し，必要に応じて計画を見直しする必要があると
考えております。

素案
どおり

P55

第4章　まちづくり方針の検討

まちづくりの方針

　「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の形成を推進
すると記載されているが、ネットワークの記述が少ないの
ではないか

　本計画では，これからの厳しい社会状況を踏まえ，過度に車に依存せず
歩いて暮らせるまちづくりを目指すため，鉄道や路線バス等の徒歩圏域な
ど，公共交通の利便性の高い範囲に居住誘導区域や都市機能誘導区域
を設定することで，公共交通の利用促進につなげていきたいと考えていま
す。
　また，具体的な公共交通に関する施策については，市民ニーズや現状
分析を踏まえ，市・市民・学識経験者・交通事業者等による地域公共交通
会議において検討，議論しているところであり，施策が具体化した時点で
本計画にも反映していきたいと考えています。

素案
どおり

P62

第5章　居住誘導区域の設定

本市における基本的考え方

　居住誘導区域の設定の考え方において，土砂災害特
別警戒区域や土砂災害警戒区域は除くと記載されてお
ります。しかし，現時点において多くの住民が災害の危
険がある区域へ居住しており，今後市として防災対策は
どのように実施するのか？

　本計画における，居住誘導区域の設定では，災害リスクの視点を考慮す
ることにより，新たな移住者や転居する住民の災害リスク低減や居住誘導
区域外に居住している住民の災害に対する危機意識の啓発につなげ，防
災に関するハード事業とソフト事業が連携した安心・安全なまちづくりを推
進していきたいと考えております。

素案
どおり

P62

第5章　居住誘導区域の設定

本市における基本的考え方

　居住誘導区域外においては，今後ますます地域コミュ
ニティの希薄化が進展するのではないかと想定される
が，市の考え方は？

　居住誘導区域外は，各地の自然環境や営農環境と調和した住環境を目
指すとともに，その地形や特徴に応じた交通手段を確保することで近隣拠
点へのネットワークを維持し，外出支援や買い物支援，コミュニティ，生活
機能を確保する取り組みを進めるなど，それぞれの集落の生活機能は今
後とも維持していく必要があると考えております。
　ただ，居住誘導区域外では，農地へ住宅が建つような新たな開発や建
築行為を抑制し，地域の実態に合ったメリハリのある土地利用を進めること
で，地域資源を活かした景観づくりやまちづくり，コミュニティを維持してい
くことができるものと考えております。

素案
どおり



【 提出された意見の内容及び意見に対する市の考え方 】

項 目 意見の内容 市の考え
素案への
意見反映

P65

第5章　居住誘導区域の設定

竹原地区　拠点形成の基本方針

　重要伝統的建造物群保存地区は，竹原市の最も重要
な観光地であると思いますが，魅力的な飲食店やお土
産屋がなく，せっかく観光客に訪れてもらっても，もう一
度訪ねようとはしないと思います。観光客の満足度を向
上させる取組みが必要ではないか。

　ご指摘の通り，重要伝統的建造物群保存地区内の歴史的建造物を観
光資源として利活用し，観光客の満足度を向上させていく取り組みは，観
光の振興だけでなく，歴史的建物を将来に保存していくためにも非常に重
要であると考えています。
　そのため，本計画では，空き家・空き店舗対策へ積極的に取組み，まち
なかへの居住や観光資源としての魅力向上を図ることにより，魅力と賑わ
いに満ちた都市を目指していくこととしております。

素案
どおり

P66

第5章　居住誘導区域の設定

忠海地区　拠点形成の基本方針

　忠海には，多くの観光客が訪れる大久野島，寺や神
社、黒滝山など多くの観光資源を有しているが，宿泊施
設，飲食店など観光客を楽しませるお店が不足してい
る。プロジェクトチームを結成し，空き家を活用した宿泊
施設，飲食店への改修や歴史的景観を踏まえた各店舗
のルール作りなどにに取組み，観光客を街中へ呼び込
み，地域の活性化へつなげる取組みが必要である。

　コンパクトなまちづくりを進めるうえで、地域資源を有効に活用し、賑わい
を創出する取組みが重要であることから，本計画では，観光客の回遊性向
上を図り，まちのにぎわいづくりを推進していくこととしております。
　そのうち，忠海においては，大久野島へ訪れている多くの観光客を，黒
滝山や宮床海岸などの忠海特有の地域資源を活用して，まちなかへ回遊
してもらい，地域の活力づくりや，まちなか居住へのきっかけづくりとして，
地域とのワークショップなどにも取組んでいるところです。
　頂いた意見は今後の施策を検討するうえで，ご参考とさせていただきま
す。

素案
どおり

P80

第6章　都市機能誘導区域の設定

北部地区　都市機能誘導の方向性

　北部地域では，今後ますます高齢化が進展し，自動
車の運転が困難となる高齢者が増え，公共交通に頼る
ことになると思います。現状においてもバスの利用者が
減少している中で，将来公共交通が利用できる環境が
あるのか不安です。

　本計画では，各拠点において一定の人口密度を維持し，市域全体の住
民に必要な都市的サービスを維持していくことを目的としていると同時に，
各拠点をネットワークで結ぶことにより，公共交通を利用しやすい環境の
創出に取組み「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを目指していく
こととしております。
　そのうち北部地区については，その特徴を活かし農業や田園環境との
調和を図りながら，ゆとりある拠点づくりを進めるものとして，生活施設や交
通利便性の高い地域周辺へ居住を誘導するようにはしておりません。
　そのため，地域状況やニーズを踏まえ，その特徴に応じた持続可能な公
共交通の在り方について，今後，議論，検討していく必要があると考えて
おります。

素案
どおり

P９４

第8章　具体的な誘導施策

　竹原市内では商店街の空き店舗や一般住宅の空き家
が非常に多く見受けられ，賑わいが失われていると感じ
ます。誘導施策に空き家・空き地の有効活用と適正な管
理における良好な居住環境の形成とありますが，具体的
にどのように取り組むのですか。

　居住誘導を図っていくうえで，空き家・空き地等の対策は，非常に重要で
あると考えており，本計画では，竹原市空き家等対策計画に基づき，空き
家化の抑制・予防・適正管理・管理不全の空き家等の解消を図るため，計
画的な推進を図ることとしております。
　今後この方針に基づき，コンパクトなまちづくりの実現に向けた具体的な
施策を検討していく必要があるものと考えており，施策が具体化した時点
で本計画にも反映していきたいと考えています。

素案
どおり


